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平成 23年 11月 30日判決言渡 同日原本領収裁判所書記官

平成 21年(ワ)第 745号地位確認等請求事件

口頭弁論終結日 平成 23年 9月 28日

判決

長崎市
-J 

原告 久 木 野

木佐

憲 司

男

明同訴訟代理人弁護士

同

長崎県佐世保市川下町 123番地 1

北

茂

宏
爪

. .・

. .・
. . . - . 

同代表者理事長

同訴訟代理人弁護士

同

長崎県公立大学法人

清浦義慶

被告

. . 
福

木
田

下

浩久

健太郎-・・.
・・・. ・•. .・ 主 文

1 原告が，被告に対し，平成 21年 9月 15日付け停職処分の付着しない労働

契約上の権利を有することを確認する。

2 被告は，原告に対し， 534万 1475円並びにうち 55万 1900円に対

する平成 21年 10月 22日から， うち 55万 1900円に対する平成 21年

1 1月 21日から， うち 133万 1911円に対する平成 21年 12月 11日

から， うち 55万o6 0 0円に対する平成 21年 12月 22日から， うち 55 

万o6 0 0円に対する平成 22年 1月 22日から， うち 55万o6 0 0円に対

する平成 22年 2月 20日から， うち 24万 4535円に対する平成 22年 3

月 20日から， うち 76 0 0円に対する平成 22年 4月 22日から， うち 76 

o 0円に対する平成 22年 5月 22日から， うち 76 0 0円に対する平成 22 

年 6月 22日から， うち 80万 9343円に対する平成 22年 7月 1日から，

うち 76 0 0円に対する平成 22年 7月 22日から， うち 76 0 0円に対する
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